
議案第１２号 

岩倉市手数料条例の一部改正について 

岩倉市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

令和８年２月２７日提出 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗 



岩倉市手数料条例の一部を改正する条例 

（岩倉市手数料条例の一部改正） 

第１条 岩倉市手数料条例（平成１２年岩倉市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表第９中 

公簿閲覧手数料 １世帯 １５０円 申請のとき 住民基本台帳以

外の公簿につい

ては１件１５０

円とする。ただ

し、地方税法（昭

和２５年法律第

２ ２ ６ 号 ） 第

３８２条の２の

規定に基づく固

定資産課税台帳

の閲覧において、

同法第４１６条

第 ３ 項 又 は 第

４１９条第８項

の規定により公

示した期間にお

いて納税義務者

の閲覧に供する

場合にあっては、

手数料を徴しな

い。 

納税に関する証明

手数料 

１件 ２００円 申請のとき  

土地に関する証明

手数料 

１枚 ２００円 申請のとき  

営業に関する証明 １件 ２００円 申請のとき

「 



手数料  

家屋に関する証明

手数料 

１枚 ２００円 申請のとき 

公図（地積図）複

写手数料

１枚 ２００円 申請のとき 

 を 

公簿閲覧手数料 １世帯 １５０円 申請のとき 住民基本台帳以

外の公簿につい

ては、１件１５０

円とする。ただ

し、地方税法（昭

和２５年法律第

２ ２ ６ 号 ） 第

３８２条の２に

規定する固定資

産課税台帳（同条

第１項ただし書

の規定による措

置を講じたもの

を含む。）の閲覧

（同法第３８２

条の４に規定す

る固定資産課税

台帳に住所に代

わる事項の記載

をしたものの閲

覧を含む。）で、

同法第４１６条

第 ３ 項 又 は 第

４１９条第８項

の規定により公

示した期間にお

「 

」 



 いて納税義務者

の閲覧に供する

場合にあっては、

手数料を徴しな

い。 

地方税法第２０条

の１０に規定する

納税証明書の交付

（同法第３８２条

の４に規定する当

該証明書に住所に

代わる事項の記載

をしたものの交付

を含む。）手数料 

１件 ２００円 申請のとき １年度、１納税義

務者の証明につ

き１件とする。た

だし、道路運送車

両法第９７条の

２に規定する証

明書については、

手数料を徴しな

い。 

地方税法第３８０

条第３項に規定す

る地籍図又は公図

の写しの交付手数

料 

１枚 ２００円 申請のとき  

地方税法第３８０

条第３項に規定す

る家屋見取図の写

しの交付手数料 

１枚 ２００円 申請のとき  

地方税法第３８２

条の３に規定する

固定資産課税台帳

に記載されている

事項の証明書（同

条ただし書の規定

による措置を講じ

たものを含む。）の

交 付 （ 同 法 第

１件 ２００円 申請のとき １年度、１納税義

務者の証明につ

き１件とする。 



３８２条の４に規

定する当該証明書

に住所に代わる事

項の記載をしたも

のの交付を含む。）

手数料 

地方税法第３８７

条第１項に規定

する土地名寄帳

及び家屋名寄帳

による土地、家屋

又は償却資産に

関する事項につ

いての証明手数

料 

１件 ２００円 申請のとき １年度、１納税義

務者の証明につ

き１件とする。 

その他土地又は家

屋に関する証明手

数料 

１件 ２００円 申請のとき  

個人市県民税の

所得又は課税に

関する証明手数

料 

１件 ２００円 申請のとき １年度、１納税義

務者の証明につ

き１件とする。 

事業に関する証明

手数料 

１件 ２００円 申請のとき  

に改める。 

附則に次の１項を加える。 

（令和８年４月１日から同年９月３０日までの間における多機能端末

機による交付に係る手数料の特例） 

４ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間は、多機能端末機（本

市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置した

端末機で、証明書等の自動交付を行う機能を有するものをいう。）によ

り交付する場合における印鑑登録証明手数料、住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）第１２条第１項、第１２条の２第１項、第１２

」 



条の３第１項、第２項若しくは第８項又は第１２条の４第１項の規定

による住民票の写しの交付手数料、地方税法第２０条の１０に規定す

る納税証明書の交付（同法第３８２条の４に規定する当該証明書に住

所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）手数料及び個人市県

民税の所得又は課税に関する証明手数料の金額については、別表第９

中「２００円」とあるのは、「１００円」とする。 

第２条 岩倉市手数料条例の一部を次のように改正する。 

別表第５優良宅地造成認定申請手数料の項中「８６，０００円」を 

「９２,０００円」に改め、同表優良住宅新築認定申請手数料の項中 

「６，２００円」を「６，３００円」に、「８，６００円」を 

「９，２００円」に、「１３，０００円」を「１４，０００円」に、 

「３５，０００円」を「３７，０００円」に、「４３，０００円」を 

「４６，０００円」に改める。 

別表第９印鑑登録証明手数料の項から住民基本台帳法第２１条の３第

１項から第４項まで又は同条第５項において準用する同法第１２条の３

第８項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付手数料の項まで、地

方税法第２０条の１０に規定する納税証明書の交付（同法第３８２条の

４に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を

含む。）手数料の項から事業に関する証明手数料の項まで及び公文書の写

しの証明手数料の項中「２００円」を「３００円」に改め、同表放課後

児童健全育成手数料の項中「３，０００円」を「４，５００円」に、 

「９００円」を「１，３５０円」に、「１，４００円」を「２，１００円」

に、「１，０００円」を「１，５００円」に改める。 

附則第４項中「をいう。）により」を「をいう。次項において同じ。）

により」に、「の金額」を「（次項において「印鑑登録証明手数料等」と

いう。）の金額」に改め、附則に次の１項を加える。 

（令和８年１０月１日から令和９年３月３１日までの間における多機

能端末機による交付に係る手数料の特例） 

５ 令和８年１０月１日から令和９年３月３１日までの間は、多機能端

末機により交付する場合における印鑑登録証明手数料等の金額につい

ては、別表第９中「３００円」とあるのは、「１００円」とする。 

附 則 



この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８

年１０月１日から施行する。 


